
地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町 

 

                                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

                                                                                                                                    

                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

相談日 場所 担当弁護士  
【時間】 
 午後 1 時～午後 4 時 10 分 
  1 日 4 組 1 組 40 分 
【受付】予約制 
 （〆切：相談日の 1 週間前） 
 
【受付窓口】 
 しまんと町社会福祉協議会 
  本所 電話：22-1195 
    （担当：弘田麻紀） 
 
 ※予約時にお名前、連絡先、  
  相談の概要を聞き取りい  
  たします。 
 ※都合により予約時間の変 
  更などがある場合があり 
  ます。 
  また、予約が埋まれば 
  順次翌月以降の予約とな 
  ります。 

４月２４日（金） 四万十町社会福祉センター 小野 歩 

５月２２日（金） 四万十町社会福祉センター 武内 良平 

６月２６日（金） 大正健康管理センター 武内 良平 

７月１７日（金） 四万十町社会福祉センター 三上 翔平 

８月２８日（金） 四万十町社会福祉センター 武内 良平 

９月２５日（金） 十和隣保館 小野 歩 

１０月２３日（金） 四万十町社会福祉センター 三上 翔平 

１１月２７日（金） 四万十町社会福祉センター 武内 良平 

１２月２５日（金） 大正健康管理センター 小野 歩 

 １月２２日（金） 四万十町社会福祉センター 三上 翔平 

 ２月２６日（金） 四万十町社会福祉センター 小野 歩 

 ３月２６日（金） 十和隣保館 三上 翔平 
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Tel （0880）22-1195 FAX  22-1138   E-mail  shakyo@shimanto.tv  

B Ｂlog  http://kubosya.cocolog-nifty.com/     ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://shimanto-shakyo.jp/ 広報責任者：尾﨑弘明 
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多重債務、慰謝料、遺言、土地 財産、家族問題・・・ 

弁護士 。 
無料法律相談 

窪川地区 ミニサロン５月予定表 
  

7 日 風らっと若井（若井グリーンセンター） 

15 日 風らっと神ノ西（神ノ西集会所） 

 18 日 風らっと東大奈路（東大奈路集会所） 

 25 日 風らっと志和峰（志和峰集会所） 

 28 日 風らっと川南（社会福祉センター） 

お申し込み・お問い合わせ⇒電話 22-1195 

担当：古谷えり・市川ひとみ 

十和地区 ミニサロン５月予定表 

     15 日 風らっと四手崎（四手崎集会所） 

お申し込み・お問い合わせ⇒電話 28-5331 

 担当：平野まゆみ 

       

       

  

 

 

 

 

 

 

 

５月行事＆会議予定 

くぼかわボランティア連絡協議会世話人会 

窪川給食サービス（調理担当：特養ＯＢ）    【13 日】 

十和給食サービス（調理担当：支えの会）    【21 日】 

お す す め 講 座（料理の盛り付け教室） 

            １０：００～１１：００【23 日】 

地域食堂・みんなでごはん（小規模多機能ホーム香月）   

            １１：００～１４：００【16 日】 
 

令和２年度 しまんと町社会福祉協議会 事業計画・当初予算 
 四万十町第２期地域福祉計画に基づき、目指す地域福祉の姿を「見える化」し、関係機関・団体等と

その方向性を共有しながら、誰もが安心して暮らせるための持続可能な地域づくりを目指すため、 

役職員一体となり次の事業に取り組みます。 

 

当初予算 

支出の部 616,603千円 

 人件費支出 431,824 
事業費支出  98,462 
事務費支出  27,873 
貸付業務支出   2,124 
助成金支出     580 
負担金支出      95 
施設整備支出      1,014 
その他の支出  43,599 
予備費支出  11,032 
 

収入の部 616,603千円 

 会費・寄付金収入    820 
補助金収入      67,105 
共同募金配分金収入   1,509 
受託金収入  94,883 
貸付事業収入   2,373 
事業収入  23,668 
介護保険事業収入 371,717 
障害福祉サービス事業等収入    13,960 
雑収入   1,506 
受取利息配当金収入     237 
その他の収入      2,243 
その他の活動収入  36,582 

 

【在宅福祉サービス】 
・訪問介護事業（窪川、西部（大正・十和）） 

・訪問入浴介護事業（窪川） 

・身体障害者・児訪問入浴事業（窪川） 

・通所介護事業（大正、十和） 

・ショートステイ、グループホーム（十和） 

・指定管理事業 

（支援住宅、高齢者生活福祉センター、 

高齢者生活支援ハウス、老人福祉センター） 

・障害福祉サービス事業（窪川、西部（大正・十和）） 

・小規模多機能型居宅介護事業 

・居宅介護支援事業（窪川、西部（大正・十和）） 

・介護予防支援・介護予防ケアマネジメン

ト事業（窪川、西部（大正・十和）） 

・移動支援事業（窪川、大正） 

・軽度生活援助事業（窪川、大正・十和） 

・外出支援事業（大正・十和） 
・配食サービス事業（大正、十和） 

【福祉活動の推進】 
・地域福祉（活動）計画推進 

・ふくし懇談会 

・認知症啓発活動 

・ボランティアセンター機能の強化 

・災害ボランティアセンター体制づくり 

・給食サービス 

・風らっと（集う場、活動の拠点づくり） 

・ミニサロン 

【相談援助事業】 
・成年後見事業 
・総合相談援助活動 
・無料法律相談 
・生活福祉資金貸付事業 
・日常生活自立支援事業 
・くらしの福祉資金貸付事業 
・生活困窮者自立相談支援事業 
・障害者相談支援事業 
・障害児長期休暇支援事業 

・はたらくチャレンジプロ     

 ジェクト 
 

【福祉教育の推進】 
・福祉推進校への助成事業 

・ボランティア体験学習事業 

・福祉体験学習 

・教育、福祉人材交流研修 

・おすすめ講座 

 

【各種団体事務局】 
・四万十町老人クラブ連合会 
・四万十町障害者連盟 
・民生委員児童委員協議会 
 （窪川、大正、十和） 
・ボランティア団体 
・四万十町共同募金委員会 
 

【その他の事業】 
・福祉用具貸出事業 

・２４時間テレビチャリティー 

・紙の門松配布事業 

【危機管理体制の強化】 
・初期行動計画の周知の徹底 

・災害ボランティアセンター 

  運営訓練 

・福祉避難所運営訓練 

新【ファミリーサポートセンター事業】 
・センター開所 

・会員登録 

・まかせて会員講習会の実施 

・親睦交流会の実施 

※いずれの予定も、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、変更となることがあります。 



 

                      小規模多機能ホーム香月では、2 月 20 日と 27 日にひな人 

                      形見学ツアーと称し町内を巡るお出かけを企画し、今年は大正の 

                      旧門脇家と役場本庁舎の 2 か所に行ってきました。それぞれにあ       

                      る雛飾りを見て、「なんと綺麗な、可愛らしいね～」「立派なもん    

                      じゃね」と口々に話す声が聞かれ、側に行きじっくり眺める姿も 

                      見られましたが「これで美味しいもんでもあったら最高よね」と     

                      笑う声も聞かれました。「なんと良かった。また連れて行ってよ」 

                      と嬉しい言葉もあり、来年もまた企画し多くの場所を巡れたらと 

                      思っています。 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 氏 名 新所属：新職名 旧所属：旧職名 

本

所 

本井 ゆき 
総務・地域課 

相談支援事業所 管理者兼相談支援専門員 
在宅福祉課 

管理者兼相談支援専門員 

柳本 沙耶香 
総務・地域課 

主事 
新採 

北川 亜里亜 
総務・地域課 

主事 
新採 

山本 宏予 居宅介護支援事業所窪川 介護支援専門員 居宅介護支援事業所西部 介護支援専門員 

芝 榛華 小規模多機能ホーム香月 介護員 新採 

松下 大 小規模多機能ホーム香月 介護員 新採 

大
正
支
所 

岡村 祐児 
居宅介護支援事業所西部 
管理者兼介護支援専門員 

居宅介護支援事業所西部 
介護支援専門員 

矢野 良子 居宅介護支援事業所西部 介護支援専門員 居宅介護支援事業所窪川 介護支援専門員 

丸山 光恵 訪問介護事業所西部 管理者 訪問介護事業所西部 介護員 

岩本 辰子 訪問介護事業所西部 介護員 高齢者生活福祉センターこいのぼり荘 介護員 

中平 美希 訪問介護事業所西部 介護員 グループホームひだまり 介護員 

中城 勝巳 デイサービスセンター百年荘 介護員 デイサービスセンターこいのぼり 管理者 

十
和
支
所 

林 昌美 
デイサービスセンターこいのぼり  

管理者兼看護師 
デイサービスセンター 

こいのぼり 看護師兼介護員 

槙野 あゆみ デイサービスセンターこいのぼり 介護員 デイサービスセンターひだまり 介護員 

中平 真紀 
高齢者生活福祉センターこいのぼり荘 

介護員 
訪問介護事業所西部 管理者 

竹内 美鈴 
高齢者生活支援ハウスなごみ管理者 
ショートステイなごみ 管理者 

高齢者生活支援ハウスなごみ 管理者 

宮畠 利仁 グループホームひだまり 管理者 ショートステイなごみ 管理者 

西森 優清 デイサービスセンターひだまり 介護員 新採 

氏 名 
（臨時職員） 

新所属：新職名 旧所属：旧職名 

平野 早苗 
高齢者生活福祉センターこいのぼり荘 

介護員 
グループホームなごみ 介護員 

上川 真知子 
高齢者生活支援ハウスなごみ  
ショートステイなごみ 介護員 

ショートステイなごみ 介護員 

谷 玉江 
グループホームひだまり  

ショートステイなごみ 介護員  
ショートステイなごみ 介護員 

宮本 美香 
デイサービスセンターひだまり  
ショートステイなごみ 介護員 

ショートステイなごみ 介護員 

人事異動のお知らせ 

 

令和２年４月１日付 

 

 

 表彰 

  長年にわたり就労継続支援Ｂ型事業所の職員として障害のある方に寄り添いながら作業指導や生活相談に 

   ご尽力された方 
   個人：広田 栄 様、田井 智子 様 

 表彰 

  民生委員児童委員の活動を通して高齢者や子どもの見守り等社会福祉の推進にご尽力された方 
   個人：南部 隆男 様、吉岡 健二 様、廣田   茂子 様 

      林   忠義 様、田邊 千尋 様、山本 美知代 様 

 感謝 

  社会福祉協議会の事業推進に貢献された方 

   個人： 宮岡 實 様、佐竹 正明 様  
受賞おめでとうございます！！ 

 
 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業でお困りの世帯の皆様へ 

生活福祉資金 特例貸付のご案内 
令和２年３月２５日から受付を開始します。（７月末まで） 

ご相談・申込受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土曜、日曜、祝日は除く） 

緊急小口資金（一時的な資金が必要な方）  
 

●貸 付 対 象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等による収入減少があり、緊急 

              かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 
 
●貸付上限額 原則として一世帯につき一回限り１０万円以内 

●据 置 機 関 貸付日から１年以内 ●償 還 期 間 据置期間終了後２年以内 

●貸 付 利 子 無利子       ●連帯保証人 不要 

  

 総合支援資金（生活支援費）（生活の立て直しが必要な方） 
 
 

●貸 付 対 象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等による収入減少や失業等により 

              生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 
 
●貸付上限額 （２人以上）月２０万円以内・（単独）月１５万円以内 

●据 置 機 関 貸付の日から１年以内 ●償 還 期 間 据置期間終了後１０年以内 

●貸 付 利 子 無利子        ●連帯保証人 不要 

 ※原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが貸付要件となります。 

 【お問い合わせ】社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会  

本 所（電話：２２－１１９５ 担当：弘田麻紀）、大正支所（電話：２７－１１７７ 担当：佐井和美） 

十和支所（電話：２８－５３３１ 担当：平野まゆみ） 


